
「学校からのハラスメント一掃を求める請願書」への対応について

本請願を受けた教育庁の対応状況
１について
・ハラスメントの防止等に関する要綱を制定していること。
・服務指導資料等において、ハラスメント防止に関する内容を
取り扱っていること。
・新任校長研修や教頭研修では、パワー・ハラスメントをはじ
め、ハラスメントに係る留意点等を内容としていること。
・教育事務所単位での各種会議においても、ハラスメントに関
する議題を盛り込んでいること。

２について
・相談担当職員は、各学校の教頭等のほか、教育庁担当課の担
当班も指定しており、相談のプライバシーの保護等については
要綱で定めていること。
・令和６年２月には「教職員ＳＯＳ相談窓口」を教育委員会内
に設置し、ハラスメントの疑いが発生した場合の対応にも取り
組んでいること。

３について
・各学校において、憲法、児童の権利に関する条約、こども基
本法などを踏まえた教育課程に基づき、人権を尊重した教育活
動が行われていること。
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